
調整授業時数制度等の具体化について
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調整授業時数制度の仕組みの方向性（イメージ）

教科D 教科E

教科DE’

既存教科の内容の組み替え
※教科DとEの内容を扱う

・ 標準授業時数が35コマ以下の教科等は調整
が可能な教科等（標準を下回って時数を設定
してよい教科等）の対象外

・ 「総合的な学習の時間」も調整の対象
・ 調整後の時数は35コマ以上とする

(ｱ)児童生徒の
資質・能力の育成に
特に資する教育活動

(ｲ)教師の
組織的な

研究・研修等

教科C

新教科
（学校が必要に応じて設定）

③「裁量的な時間」に充当②教科の新設
※教科B・Cと異なる内容を扱う

教科A

①既存教科等に
上乗せ

調整授業時数

調整授業時数
２

３

教科B
標準を下回って設定可能な時数幅の上限は、
時数調整対象の教科等の１割以上で検討

４

５

現在の授業時数特例校・教育課程特例校
制度は調整授業時数制度に統合し、各学
校の判断により実施可能とする

１
現行の教育課程特例校で認められる特例

年間を通じて複数の取組を計画
的に実施しうる上限を設定

年間を通じて計画的に
実施しうる上限を設定

調整授業時数

調整後も
最低

35コマ確保

既存教科等への上乗せ 学習枠 研究・研修等枠

要件

上限

各教科等の内容に該当しない、もしくはいずれか一つの
教科等に当てはめるのが困難な学習活動であること
   等の要件を設定

①個に応じた学習過程の充実に資する取組
②学習の素地を高める取組
③関係性の質を高め、学習の一層の円滑化に特に資する
取組

④その他地域等の特色を生かした取組

年間を通じて複数の類型に属する取組を実施することも
想定し、適切な上限を検討

類型

要件

上限

学校教育目標・教育課程編成に係る基本方針・年間指導計画等に
基づく組織的・計画的な取組であること 等の要件を設定

①質の高い授業を効果的に実施するための教材研究・授業研究
②教師の資質・能力の向上を図るための学校・教育委員会が企画する研修
③児童生徒理解の向上など、学習・指導上の課題解決に資する情報共
有・協議

④学校と地域の連携体制の確保

「学習枠」の上限の内数として設定。年間を通じて計画的
に実施することも想定し、適切な上限を検討

類型

1割以上
の方向

新設教科

要件
裁量的な時間（学習枠）の要件
に加え、新設教科の目標、育成す
る資質・能力、学習評価の方法が
体系的・系統的に整理されている
こと 等の要件を設定

上限

調整授業時数の中で活用可能な時数の上限を設定せず、
調整授業時数として生み出した時数のうち、「裁量的な時
間」として活用する時数を除いた時数で実施可能

生み出した調整授業時数の全体から、③「裁量的
な時間」に活用する時間を除いた時数で実施可能

要件

なし
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【実施可能な取組の類型】

①質の高い授業を効果的に実施するための教材研究・授業研究
（例）学校の研究課題に即して行う研究授業・研究協議や、教科・学年等で計

画的に行う教材研究等

②教師の資質・能力の向上を図るための学校・教育委員会が企画する研修
（例）学校・学年等の課題に応じて企画する定期的な研修、教育委員会主催研

修等

※裁量的な時間は、当該学校の教育課程に係る教育の質の向上を図るものであり、学校とし
て組織的に実施する研究・研修（学年・教科単位なども含む）以外の研究・研修活動は
対象外

③児童生徒理解の向上など、学習・指導上の課題解決に資する情報共有・
協議
（例）教科担任制やチーム学年制などと組み合わせた子供の情報の共有

※単なる打合せや突発的な児童生徒指導事案に関する会議、事務的な情報共有の時間と
ならないよう、学習や指導の改善と密接に連携させることを前提とする方向性で検討

④学校と地域との連携体制の確保
（例）企業・団体等と連携した探究学習の実施に向けた研究会、地域の方々と連

携したカリキュラム開発に向けた協議等

※各学校が実現を目指す特色ある教育活動を具現化し、質を向上させるのに必要な取組を
対象とする方向性で検討

裁量的な時間の要件と類型
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【取組が備えるべき要件例】

1. 学習指導要領に定める各教科等の内容に該当しない、もしくはいずれか一つの教

科等に当てはめるのが困難な学習活動であること

2. 各教科等の内容にも一部該当しうる学習活動を行う場合は、当該内容について各

教科等の教育課程において適切に扱うこととした上で、児童生徒の興味・関心の高

まり等を踏まえ、学習を拡充・発展させたり、試行的な取組を行ったり、学年区分を

超えて縦割りで実施したりするなどの付加的な学習活動として行うこと

3. 児童生徒の実態を踏まえ、学校教育法に定める教育の目標の実現に特に資するこ

と

4. 各学校の学校教育目標・教育課程編成に係る基本方針・年間指導計画等に基

づく組織的な取組であること

5. 発達の段階に即して適切なものであること

6. 児童生徒の転出入に対する配慮等の教育上必要な配慮がなされていること

【実施可能な取組の類型】
①個に応じた学習過程の充実に資する取組
（例）総合的な学習の時間等で設定した個人探究課題の深掘り、自ら選んだ教科等の学

習課題に関して自己調整しながら学ぶ取組、個々の児童生徒のニーズや認知の特
性に応じた個別指導や学習カウンセリング、下学年の未習得事項を効果的に学び直
すプログラム等

②学習の素地を高める取組
（例）個人探究を伴う体験活動の充実、企業・団体等とも連携して児童生徒の視野を広

げ学習意欲を高める取組、言語能力・情報活用能力の重点的な育成のための取組、
認知機能強化に着目した取組、学習方略やメタ認知等に関する体系的指導等

③関係性の質を高め、学習の一層の円滑化に特に資する取組
（例）いじめ防止や安全に関する教育、対人関係の基礎となるソーシャルスキルの育成など

の対話的な学習の基礎となる人間関係形成の円滑化に資する学習等

※こうした取組を特に要する児童生徒を対象として行う場合も考えられ、その場合例えば、①や②の取
組を実施する場合に、特に要する児童生徒については③を実施するといった実施方法も考えられる

④その他地域等の特色を生かした取組
（例）特別支援学級・学校との交流及び共同学習、地域の多様な大人と探究的に関わる

活動、現代的な諸課題に対応した教育活動を更に深掘り・充実させる学習活動等

学習枠 研究・研修等枠

【取組が備えるべき要件例】

1. 当該学校の教育課程の編成・実施に係る教師の資質・能力の向上や、

学校の組織的な対応力の向上を通じて、児童生徒の学習改善や教師の

指導改善に直結する取組であること

2. 各学校の学校教育目標・教育課程編成に係る基本方針・年間指導計

画等に基づく組織的・計画的な取組であること

3. 研究・研修等の趣旨・目的や内容が事前に計画されるとともに、管理職等

により実施状況が適切に把握されるものであること



制度の活用方針を含め
教育課程編成の
方針について承認

・ 私立学校への情報共有・助言等
・ 必要に応じて公立学校担当向け研修への参加を認める

教育課程編成届の提出
指導・助言、伴走支援
不適切な運用の改善

・ 制度の活用状況の把握
・ 知見の共有・情報提供
・ 市町村教委の指導主事や公立学校
等向け研修の実施

調整授業時数制度に係る質確保のための仕組みの全体像

都道府県教育委員会
※私立学校担当部局含む

各学校

サキドリ研究校

市区町村教育委員会

知見の共有

・ 制度の活用状況・実践事例を調査（教育課程編成・実施状況調査）し、結果提供・必要な制度改善
・ 先行事例の成果等を教育委員会へ情報提供
・ 各都道府県・指定都市教委の指導主事等に向けた研究会・協議会を定期的に開催し、好事例・不適切事例等の周
知・適時の指導助言

学校運営の基本方針とともに、制度
の活用状況についてHP等で公表

学校運営協議会

研究開発学校

⚫ 調整授業時数制度については、児童生徒の多様性の包摂に資するため、児童生徒の実態を最も把握している学校現場の創意工夫を活かすことを重視
するものであるが、各教科等の時数を標準を下回って実施可能とし、その分の調整授業時数を教科等ではない「裁量的な時間」にも充てることを可能とす
るという性質に鑑み、適切に資質・能力の育成に資する取り組みとなるようにすることが必要。

⚫ このため、各学校の挑戦や試行錯誤を応援しながらも、国や都道府県・市町村教育委員会が積極的な役割を果たし、効果的な取組となるよう支援する
とともに、単なる受験対策への傾倒や、教育の質の向上と関連のない教師の活動の実施など、適切ではない取組の実施を防ぎ、仮にそうした取組があった
場合には、改善を図ることができるよう担保する仕組みを設けることが必要。

指導・助言、伴走支援

先行事例の創出

※サキドリ研究校としての指定は
調整授業時数制度導入までを想定

保護者・地域住民等

事例や課題
の共有

児童生徒の実態を踏まえて
調整授業時数制度の活用を検討

秋田先生
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高等学校の単位制の大幅な
柔軟化について
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高等学校の教育課程の柔軟化の仕組みの方向性（イメージ）

54

必履修
選択 学校設定

１単位
（35単位時間の学習）

これらの仕組みの不適切な運用を
防ぎ、国・都道府県等・各学校が
必要に応じて改善を図り、質を確
保できるようそれぞれの役割を整理
（補足イメージ②参照）

６
• 「一定の限度の下で減単可」という考え方が基本

• 現在減単できない標準が２単位の必履修科目
についても、１新単位の範囲内で減単を認める

• 各必履修「教科」に係る科目の履修単位数の合
計が３新単位以下となる減単は不可

(公共、芸術（音楽Ⅰor美術Ⅰor工芸Ⅰor書道Ⅰ）、
情報Ⅰ、家庭基礎)

３
減単の考え方

①社会的信頼性が確立した外部試験により、免除科
目の知識・技能の習得が概ね判断可能

②振替科目等の履修により、免除科目の資質・能力
を発展的に育成可能で、総合的な代替性がある

③ 生徒の実態・希望を踏まえ、資質・能力の育成に
大きく上回る成果が期待できる

４
科目の履修免除の要件のポイント 履修免除の対象科目

• 外国語・数学を対象に制度運用
を開始していくことを念頭に検討

• 具体的な外部試験の種類や、履
修免除に必要な級の水準等につ
いては、外国語WG及び算数・数
学WGにおいて議論

２
50分×17コマで
１単位を標準
（新しい算定による単
位を便宜的に「新単
位」という）

１単位の計算

標準を示さない
（現在週当たり30コマが標準）

①元の教科・科目の目標の趣旨を損
なわない

②教育課程全体として、組み替え前
と同様の成果が期待される

③ カリキュラム・ポリシーとの関連で、
変更の趣旨・内容を公表し、生徒・
保護者等に説明する

１
組み替えの要件のポイント

• 従前同様、生徒の実態を踏まえ特に
必要な場合は「基礎的・基本的な」事
項に重点を置くなど内容を選択して扱
うことが可能

• その上で、「発展的・探究的な」事項
に重点を置いた選択的な取り扱いも
可能とする

科目の内容の取扱い

１ ２ ３ … … 28 29 30 コマ

（週当たり授業コマ数）

コマ

卒業単位に含められる学校設定科目の
単位数上限について
普通科 ⇒ 28単位
その他普通教育を主とする学科⇒36単
位に増加させることの適否を検討

学校設定教科・科目の
単位数の上限

週当たり授業時数１新単位
（17単位時間の学習） 必履修

科目G

学校設定選択
組替え後
科目

組替え後
科目

科目E 科目F

免除・振替

週当たり授業時数の標準は示さない

必要な改善
・質確保のための仕組み

科目B 減単科目A

科目G科目E 科目F

科目A 減単 減単 減単科目B

科目C

柔軟な組み替えを可能に

• 「各科目内容の一部または全
部について他科目への移行・
統合」し、科目の柔軟な組み
替えを可能に

（具体例）
・理科の基礎系科目を統合
・国語科と探究を組み合わせ
・数学Ⅰと学び直しの学校設定
科目を組み合わせ 等
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・ 公立高校と同様の情報を提供・
知見の共有

・ 仕組みの活用状況の収集・共有
・ 公立学校担当向け研修への参
加を促す

仕組みを活用した教
育課程編成の方針
についても議論

・ 教育課程編成届の提出
・ 事例や課題の共有

・ 仕組みの活用状況の把握
・ 知見の共有・情報提供
・ 助言等による速やかな改善

単位制の柔軟化に係る教育課程の質確保のための仕組みの全体像

都道府県教育委員会
※高等学校を設置する市町村

各学校

知見の共有

・ 仕組みの活用状況・実践事例を調査（教育課程編成・実施状況調査）し、結果提供・必要な制度改善
・ 先行事例の成果等を教育委員会へ情報提供
・ 各都道府県・指定都市教委の指導主事等に向けた研究会・協議会を定期的に開催し、好事例・不適切事例等の周知・
適時の指導助言

仕組みの活用状況について、カリキュラ
ム・ポリシーの一環としてHP等で公表

学校運営協議会

研究開発学校

⚫ ①～④にて検討した単位制の大幅な柔軟化は、多様な生徒一人一人に応じる学習の充実や、これからの社会変化を牽引する各学校の大
胆な教育課程編成を支えるものであるが、高等学校教育の質低下を招いたり、大学入試対策に過度に傾倒した運用を防ぐ観点から、国や
都道府県（高等学校を設置する市町村を含む）、各高等学校がそれぞれ効果的な取組となるよう積極的な役割を果たすとともに、適切で
はない取組の実施を防ぎ、仮にそうした取組があった場合には、改善を図ることができるよう質を確保するための仕組みを設けることが必要。

指導・助言、伴走支援

先行事例の創出

保護者・地域住民等

生徒の実態や未来の社会を見据えて
単位制の柔軟化の仕組みも活用し
特色ある教育課程を編成
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各都道府県が事例創出
に取り組める環境整備

・ 助言または援助の求め

私立学校担当の首長部局

・ 仕組みの活用状況の把握
・ 知見の共有・情報提供
・ 指導・助言、伴走支援
・ 不適切な運用の改善

令 和 ８ 年 ２ 月 １ ９ 日
総則・評価特別部会(第６回)
【 資 料 ２ 】 P ２ ４



学習評価の在り方について

56



評定せず評 定

知識・技能 思考・判断・表現

総括

(Ａ、Ｂ、Ｃ)

小学校３段階、中学校・高校５段階

(Ａ、Ｂ、Ｃ)

学びに向かう力
・人間性

目標準拠評価 目標準拠評価

各教科等の「学びに向かう
力の３要素」（※2）を基に
示す「見取る姿（仮称）」に
ついて、評価期間全体を通じ
た「継続的な発揮」を見取れ
た場合、「思・判・表」の観点
別評価に「◯」を付記する

個人内評価

総合所見欄等に反映

「学びに向かう力・人間性等」の特質に応じた新たな観点別評価
【論点整理で示した改善の狙い】
論点整理では、以下のような改善を意図した「学びに向かう力・人間性等」（以下「学びに向かう力」）の評価の改善が提言された。
◆ 形式的かつ過度な評価材料集めを抑制しつつ、多様な子供達一人一人の良さや成長を肯定的に評価できるよう、実質化を図る
◆ 「思考・判断・表現」の過程で一体的に見取ることとし、学びの主体的な調整が必要となる学習課題を核とした指導・評価の改善を促す

具体的には、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」（以下「思・判・表」）は従前同様に目標に準拠した観点別評価・評定を行うこととしつつ、
「学びに向かう力」については「総合所見欄」における教育課程全体を通じた個人内評価と、各教科等における「思考･判断・表現」の観点別評価への「◯」の付記を組
み合わせた評価方法を導入することとし、「学びに向かう力」という資質・能力の特質に合わせた評価方法への改善を目指すこととした。

【更なる検討課題と方向性】
①「学びに向かう力」の評価における「◯」の付記の具体的な運用方法
（方向性）各教科等ごとに示す「見取る姿（仮称）」（※1）をできるだけ長い期間を通じ、全体として「継続的な発揮」を見取る

「学びに向かう力」が「思・判・表」と一体的に表出し、学習評価では不可分。「◯」は「思・判・表」の観点別評価を介し、一体的な勘案の結果として評
定にも影響

②「高次の資質・能力」の関係性の整理
（方向性）「高次の資質・能力」は直接の評価対象とはせず、教師が単元を構想し、「深い学び」の実現に資する学習過程や評価課題のデザインに活用するなど、

指導や評価の改善に活用

③シンプルで資質・能力の育成に繋がる学習評価のプロセスの整理
（方向性）新たな学習評価の仕組みを学習・授業の改善に結びつけていくことができるよう、学習評価の手順をシンプルに再整理し、「文書作成」のプロセスとしてで

はなく、指導と評価の「構想」のプロセスとして示す

「見取る姿」に基づく
「◯」の付記

（※2） 「初発の思考や行動を起こす力・好奇心」「学びの主体的な調整」「他者との対話や協働」（※1） 国において示し、各学校がそのまま活用可能なものとする前提で検討
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「学びに向かう力・人間性等」の「◯」の付記の運用について

単元A 単元B

評価期間における思考・判断・表現の過程

他者との
対話や協働

学びを方向
付ける人間性

初発の思考や
行動を起こす
力・好奇心

学びの
主体的な調整

学びに向か
う力の３要

素

「学びに向かう力・人間性等の要素」 「学びに向かう力・人間性等」の目標

（中学校数学の例）
• 事象に知的好奇心や目的意識をもっ
て問題を見いだし、数学を活用しようと
する態度を養う。

• 他者と数学的論拠に基づいて協働し、
問題解決を進めようとする態度を養う。

• 問題発見・解決の過程を振り返って評
価・改善しようとする態度を養う。

• 数学の社会的有用性、美しさ、楽しさ
などを感じる感性、想像力、直観力な
どの創造性の基礎を育む。

「見取る姿（仮称）」

問題に数
学を活用

数学的論拠に
基づいた協働

振り返って
評価・改善

問題に数
学を活用

数学的論拠に
基づいた協働

振り返って
評価・改善

「学びに向かう力」の「◯」の付記に当たっ
ての着眼点となる、思考・判断・表現の過
程で見取る具体的な児童生徒の姿

授業
改善

知識・技能 A

思考・判断・表現 B

学びに向かう力 ◯

評定 ４ or 5

観点別評価・評定の指導要録記載イメージ
評価の

総括
見取る

独立して影響しない

一体的に勘案

総括

一体的な勘案の結果として、評定を
４とするか５とするか総合的な判断

単元C

1

2 3

初発

他者

調整 初発

他者

調整

（※2,3）

（※２）「学びに向かう力」については、学習評価の実施に際しては「思・判・表」の過程で見取るため要録上は「思・判・表」の欄と一
体的に記載するが、育成する資質・能力の柱として「思・判・表」の一部となったわけではないことに留意

（※３）観点別評価欄とは別に、総合所見欄において「学びに向かう力」全体の育成状況について個人内評価を記載することとなる

（※１）評価期間の初期は表出しにくくても、徐々に継続して発揮するようになる子供もいることに留意

（※１）

問題に数
学を活用

数学的論拠に
基づいた協働

振り返って
評価・改善

初発

他者

調整

（中学校数学の例）
• 事象に知的好奇心や目的意識をもって問
題を見いだし、数学を活用しようとしている

• 他者と数学的論拠に基づいて協働し、問
題解決を進めようとしている

• 問題発見・解決の過程を振り返って評価
・改善しようとしている

「見取る姿(仮称)」を
思考・判断・表現の過
程の中で見取れるよう
に授業改善

単元D

「見取る姿（仮称)」に即した行動が
徐々に増え、様々な学習場面で安定
して表出するようになった、「継続的な
発揮」を見取ることができるか?
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各教科等の目標

評価参考資料に示している学習評価の大まかな流れと課題

（※１）小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）
別紙４ 別紙４ 各教科等・各学年等の評価の観点等及びその趣旨（小学校及び特別支援学校小学部並びに中学校及び特別支援学校中学部）
別紙５ 別紙５ 各教科等の評価の観点及びその趣旨（高等学校及び特別支援学校高等部）

（※２）国立教育政策研究所 「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料（小学校編・中学校編）
指導資料・事例集 | 教育課程研究センター | 国立教育政策研究所 National Institute for Educational Policy Research

学習指導要領・解説

各教科等がどのような資
質・能力の育成を目指し
ているのかを端的に示す

各教科等の評価の
観点等及びその趣

旨

指導要録通知(※1)

各教科等の目標を基に、 
観点別評価の対象となる
要素を観点別に示すもの

学年別の目標

学習指導要領・解説

学年別の各教科等の
評価の観点等及び

その趣旨

指導要録通知(※1)

内容のまとまりごと
の

評価規準例

国研参考資料(※2)

基本的に学習指導要領の
内容の文末を「～している」
「～することができる」などに
変えることで作成

内容のまとまりごとの
評価規準を作成

内容のまとまりごとの評価
規準を各学校が作成する
上での具体例を示すもの

個別の内容

学習指導要領・解説

各教科等で育成すべ
き具体的な資質・能
力を示すもの

学習指導要領に示す内容
の記載等を踏まえて単元の
目標を作成

単元の目標
を作成

単元の評価規準を
作成

学習指導、
評価の総括

「内容のまとまりごとの評価規
 準」や、学習指導要領に示
す内容の記載を基に作成

計画に基づき授業を
行い、評価資料を基
に評価を行う

「評価の観点及びその趣旨
」が学習指導要領の各教
科等の目標を踏まえて作成
されていることを確認

目標と「観点の趣旨」
の対応関係を確認

「指導と評価の計画」
を作成

設定した単元の目標や評価
規準を踏まえて、具体の指
導や評価場面・評価方法等
を計画

各学校で行う学習評価の手順例

国が定める基準・参考資料

各学年においてどのような
資質・能力の育成を目指
しているのかを端的に示す

学年別目標を基に、 観
点別評価の対象となる要
素を観点別に示すもの

確認

基に作成

※各教科等によって若干の違いあり

参照すべきものが多く、
プロセスが複雑

プロセスが文書作業ベースで、
指導との関連を見出しにくい

指導要領から転記するものが
多く、教師が専門性を発揮す
るポイントが見えづらい

総括的評価のプロセスは具体的
だが形成的評価の記載が薄い

ICTや生成AIの利用
等が前提となっていな
い

単元の「指導と評価
計画」作成の実例

国研参考資料(※2)

各学校が実際に単元の「
指導と評価の計画」を作
成する上での具体例やポ
イントを示すもの

参照・活用
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各教科等の目標

学習指導要領・解説

各教科等がどのような資質・能
力の育成を目指しているのかを
端的に示す

内容のまとまりごとの
評価規準例

国研参考資料

内容のまとまりごとの評価規準例
を示すもの

個別の内容

学習指導要領・解説

各教科等で育成すべき具体的
な資質・能力を示す

国が定める基準・参考資料

「学びに向かう力」の
「見取る姿」（仮称）

身につけさせたい資質・能力の発揮を見取り、その水準を判断
できる評価課題を考える（単元の学習課題をそのまま評価課
題とすることも考えられる）

評価課題のデザイン

評価課題に向けて、多様な特性を持つ児童生徒が資質・能力
を身につけやすい学習活動を組み立てる

学習過程のデザイン 形成的評価の計画的な実施

身につけさせたい姿と現状の差分を学習途中で
見取り、適切なフィードバックを与える

学習成果を観点別評
価・評定へ総括する。
学年末に絞るなど頻
度を抑え、形成的評
価を充実する

何を身につけさせたいかを明
確にし、単元の目標を設定
する（目標はそのまま評価
規準となるようにする）

単元の目標（評価
規準）の設定

授業の実施

多様な子供達の個に応じた学習過程の工夫
を支えながら、学習活動を展開する

各学校で行う学習評価の手順例

総括的評価

資質・能力の育成に繋がる学習評価のプロセスの再整理（案）

「学びに向かう力の３要素」の見
取りの着眼点を各教科毎に端的
に示す

指導要録通知(※1)

単元の「指導と評
価計画」作成の実

例

国研参考資料(※2)

各学校が実際に単元の「指導
と評価の計画」を作成する上で
の具体例やポイントを示すもの

「高次の資質･能力」を
踏まえて学びの深まりを
可能な限り表現

一人一台端末や生成AI
の活用、形成的評価の
考え方や具体例を充実

「高次の資質・能力」を
基に表形式で構造化・
デジタル化し分かりやすく

「学びに向かう力の３要
素」の見取りの着眼点を
各教科毎に端的に示す

子供の実態に応じた柔軟
な教育課程を可能とするた
め学年別目標は示さない

指導と評価の構想 指導と評価の実施目標設定

基に作成 参照・活用
参照・活用

一体的に構想

子供の状況に応じて
学習・指導を調整
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